










（案）

平成３０年  月  日

川口市長 奥ノ木信夫 様

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会

会 長   早  川  和  宏

個人情報の外部提供について（答申）

平成３０年７月９日付けで意見照会のありました、「浄化槽法関係指導業務」

に伴う保有個人情報の外部提供について、審議の結果、適当なものと認めまし

たので、以下のとおり答申いたします。

記

（意見照会の内容）

１ 内容

 環境保全課が所管する「浄化槽法関係指導業務」における保有個人情報の外

部提供について

２ 外部提供先

  浄化槽法第５７条に基づき埼玉県知事が指定する指定検査機関（平成３０

年７月９日現在の指定検査機関は「一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会」）

３ 外部提供を行う個人情報の内容

  浄化槽設置者の氏名及び住所、浄化槽管理者の氏名及び住所

４ 外部提供の目的

 浄化槽法第７条及び第１１条に規定する水質検査は、浄化槽の管理の権限を

有する者が、同法第５７条に基づき埼玉県知事が指定する指定検査機関へ依頼

して、水質検査を受検することとされている。

  都道府県では、この水質検査の未受検者に対し受験指導及び適正な浄化槽

管理を指導するため、指定検査機関へ浄化槽設置者及び浄化槽管理者の個人

情報を提供し、受検状況の把握を行っている。平成２９年度までは、埼玉県



が指定検査機関へ個人情報の提供を行っていたが、今年度から川口市が中核

市に移行したことに伴い、上記事務を川口市が行うことから、従来の検査水

準の保持及び受検率の向上を図るため、市が保有する個人情報を指定検査機

関へ提供し、受検状況を把握することを目的とする。

５ 外部提供期間

  平成３０年 月 日～

６ 個人情報の保護措置

  外部提供する個人情報について、外部提供元は外部提供先に対して条例等

に則り、個人情報の保護に適切な措置を行うことを義務付けるものとする。


